
 福島市立学校条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月31日 

 

福島市長 馬 場 雄 基 

 

福島市条例第 3 号 

 

福島市立学校条例の一部を改正する条例 

 

福島市立学校条例（昭和39年条例第48号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

（略） 

福島市立渡利幼稚園 福島市渡利字八幡町120番地 

（略） 
 

名称 位置 

（略） 

福島市立渡利幼稚園 福島市渡利字沖町128番地 

（略） 
 

附 則 

この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


